
　

こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し

や
す
い
時
季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

火
災
予
防
思
想
の
普
及
を
図
り
、

火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
死
傷
事

故
や
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を

目
的
と
し
て
毎
年
実
施
し
て
い
ま

す
。

■
6
つ
の
重
点
目
標

◎
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

◎
放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防

止
対
策
の
推
進

◎
特
定
防
火
対
象
物
に
お
け
る
防

火
安
全
対
策
の
徹
底

◎
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け

た
取
り
組
み
の
推
進

◎
多
数
の
観
客
が
参
加
す
る
行
事

に
対
す
る
火
災
予
防
指
導
な
ど
の

徹
底

◎
林
野
火
災
予
防
対
策
の
推
進

■
住
宅
火
災
か
ら
い
の
ち
を
守
る

7
つ
の
ポ
イ
ン
ト

3
つ
の
習
慣

◎
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
に
や
め
る

◎
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る

◎
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す

4
つ
の
対
策

◎
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住

宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

◎
寝
具
、
衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防

炎
品
を
使
用
す
る

◎
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る

◎
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る

設
置
し
ま
し
た
か

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ

れ
な
い
理
由
の
多
く
は
「
設
置
の

義
務
化
を
知
ら
な
か
っ
た
」「
取

り
付
け
が
面
倒
で
あ
る
」「
ど
の

く
ら
い
の
効
果
が
あ
る
か
分
か
ら

な
い
」
な
ど
で
す
が
、
住
宅
火
災

に
よ
る
死
者
の
多
く
は
、
就
寝
中

の
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

設
置
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、

異
常
に
早
く
気
付
き
「
命
を
取
り

止
め
た
」「
火
災
発
生
ま
た
は
拡

大
に
至
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
事

例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

香
取
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消

防
本
部
予
防
課 

☎
(83)
2
2
4
5

消
す
ま
で
は　

心
の
警
報

Ｏ
Ｎ
の
ま
ま

春
の
火
災
予
防
運
動

春
の
火
災
予
防
運
動
33
月月
11
日
㈯
〜

日
㈯
〜
77
日
㈮
日
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市
で
は
、
小
見
川
駅
南
定
期

駐
車
場
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て

い
ま
す
。

■
駐
車
で
き
る
車

　

普
通
乗
用
車
、
小
型
自
動
車

お
よ
び
軽
自
動
車
で
、
長
さ

5
･
3
ｍ
、
幅
2
ｍ
を
超
え
な

い
も
の

■
使
用
料
（
月
額
）

▽
市
内
在
住
・
在
勤
者
…

3
0
0
0
円

▽
そ
れ
以
外
…
4
0
0
0
円

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
車
検
証
、
免
許
証
な

ど
の
身
分
証
明
書
（
市
内
に
勤

務
す
る
人
は
社
員
証
な
ど
）

小
見
川
駅
南
定
期
駐
車
場
の

貸
し
出
し

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

都
市
整
備
課　

☎
(50)
1
2
1
4

　市では、交通遺児手当を7月・11月・3月の年3回支給し
ています。
　新たに手当の支給を希望する人は、申請が必要です。現在
受給中の人は、手続き不要です。
■対象
　市内に居住し、交通事故により、父母の一方または両親と
死別（重度の障害含む）した児童、生徒（中学校卒業まで）
を扶養している人（未就学児童は該当しません）
■支給額
　小学生…月額3,000円、中学生…月額4,000円
■申請に必要なもの
○印鑑
○交通事故証明書
○世帯全員の住民票
○申請者と遺児記載の戸籍謄本
○死亡診断書
○申請者名義の金融機関預金口座番号(郵便局を除く）
■支給開始時期　認定された月から支給

問い合わせ
環境安全課　☎(50)1248

香取市交通遺児手当を
支給しています

　住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、悪質な訪問
販売などが発生しています。次に紹介する事例を参考
に、だまされないように注意しましょう。
◎「消防署の方から来ました」と消防職員をいつわる
ケース
◎「住宅用火災警報器の点検に来ました」と言って、
点検後に高額な請求をするケース
◎住宅用火災警報器の点検後、契約書であることを隠
して署名を求めてくるケース
◎「設置しないと罰金」とおどし「今だけの特別価格」
を強調して買わせるケース

住宅用火災警報器・
悪質訪問販売にご注意

おかしいと思ったら、はっきりと断って！

　特定健康診査を受けた人には健康づくりのための
情報提供が行われます。さらに、指導によって生活
習慣病の予防効果が高いと考えられる人には「特定
保健指導」が行われます。
　特定保健指導は、医師や保健師、管理栄養士など
専門家から生活習慣改善のアドバイスやサポートを
受けることができる大切な機会です。健康保持のた
め必ず最後まで受けるようにしましょう。そして、
継続的に生活改善を実行して、生活習慣病を予防し
ましょう。
問い合わせ
市民課　☎(50)1228
健康づくり課　☎(50)1235

上手なつきあい方との健診
国保に加入する40歳から74歳の人へ
対象者になったら特定保健指導は

必ず受けましょう
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